
参考資料２

（新） （旧）

老発 第 号 老発０３２９第 ４ 号
平成 年 月 日 平成２４年 ３ 月２９日

各都道府県知事 殿 各都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長 厚生労働省老健局長

第６期介護保険事業計画の作成に併せた 第５期介護保険事業計画の作成に併せた
老人福祉計画の見直しについて（案） 老人福祉計画の見直しについて

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号、以下「法」という。）第２０条の８
第１項の規定に基づき、市町村は市町村老人福祉計画を、法第２０条の９第１
項の規定に基づき、都道府県は都道府県老人福祉計画を定めることとされてい
る。
また、法第２０条の８第７項の規定に基づき、市町村老人福祉計画は市町村 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第７項の規定に基づ

介護保険事業計画（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条１項に き、市町村老人福祉計画（同条第１項に規定する市町村老人福祉計画をいう。
規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。）と、法第２０条の９第５ 以下同じ。）は市町村介護保険事業計画（介護保険法（平成９年法律第１２３号）
項の規定に基づき、都道府県老人福祉計画は都道府県介護保険事業支援計画（同 第１１７条１項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。）と、老
法第１１８条第１項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。以下同 人福祉法第２０条の９第５項の規定に基づき、都道府県老人福祉計画（同条第
じ。）と、それぞれ一体のものとして作成されなければならないものとされてい １項に規定する都道府県老人福祉計画をいう。以下同じ。）は都道府県介護保険
る。 事業支援計画（介護保険法第１１８条第１項に規定する都道府県介護保険事業

支援計画をいう。以下同じ。）と、それぞれ一体のものとして作成されなければ
ならないものとされている。

市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画（以下「介護保 「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の
険事業（支援）計画」という。）が即すべき事項を規定した基本指針（介護保険 一部を改正する件」（平成２４年厚生労働省告示第１８３号）により、平成２４
法第１１６条第１項に規定する基本指針をいう。以下同じ。）については、平成 年度から平成２６年度までを期間とする第５期介護保険事業計画の作成に当た
２７年度から平成２９年度までを計画期間とする第６期介護保険事業（支援） って即すべき事項を改めたところである。
計画の策定に当たり、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するた 今般、老人福祉計画の見直しについて基本方針を次のとおりお示しするので、
めの基本的な指針の全部を改正する件」（平成２６年厚生労働省告示第○○○号） 各都道府県においては参考とするとともに、市町村の周知徹底について配慮願
により改められたところである。これを踏まえ、平成２７年度から平成２９年 いたい。
度までを計画期間とする市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画を見直
すに当たり参酌すべき標準等を本通知でお示しするので、各都道府県において
は基本指針並びに本通知を参考とすることとし、市町村にもその旨周知される
ようにご配慮願いたい。

なお、本通知の発出に伴い、「第５期介護保険事業計画の作成に併せた老人福祉 なお、本通知の発出に伴い、「第４期介護保険事業計画の作成に併せた老人福祉
計画の見直しについて」は廃止する。 計画の見直しについて」は廃止する。
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１ 基本指針との関係 １ 介護サービス基盤の整備
市町村老人福祉計画及び都道府県老人福祉計画は、法に規定されているとお 介護サービス基盤の整備においては、高齢者が要介護状態になってもできる限り

り、基本指針に即して定められる介護保険事業（支援）計画と一体のものとし 住み慣れた地域や家庭で日常生活を営むことが継続できるよう、居宅サービスや地
て作成されるものであることから、介護保険法に規定されている事項について 域密着型サービスの充実や在宅と施設の連携などによる地域における継続的な支援体
は基本指針を参考として策定すること。 制の整備を図るとともに、療養病床の再編成に伴い、療養病床を有する病院又は診療

所に入院している患者の状態に即した介護給付等対象サービスを提供する体制整備を
進めること。具体的には以下に掲げる点に配慮して、地方自治体が中心となり、地域
の実情を踏まえ、介護予防の拠点から重度の要介護状態に対応する入所施設に至るま
で介護サービス基盤を計画的に整備していく必要がある。

（削除） （１）介護予防の推進
要支援１及び要支援２の軽度者や軽度者になる前段階の者に対する予防給

付、 介護予防事業（介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合にあって
は、介護予防・日常生活支援総合事業）その他の介護予防サービスについては、
介護保 険制度の動向を踏まえつつ、利用者の生活機能の回復につながるようなサ
ービス提供という観点に立って、必要となる基盤整備を推進する。
具体的には、地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、

地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組が主体的に実施さ
れるような地域社会を構築するために、健康教育、健康相談等の取組を通じ
て介護予防に関する活動の普及・啓発を図るとともに、地域における自発的
な介護予防に資する活動の育成・支援を推進するほか、地域包括支援センタ
ーにおける、普及啓発を始めとした介護予防に関する様々な取組を行う事業
を推進する。

（２）中重度者を支える居宅サービスの充実・強化
要介護状態となっても、本人や家族の希望により可能な限り住み慣れた地

域において継続して暮らすことができるように、定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護や複合型サービス
などの地域密着型サービスや様々な居宅サービスの充実強化を図る。

（３）重度者に対する入所施設の整備
前記のような対策を講じた上で、常時介護を必要とする者が居宅で暮らす

ことが困難な場合のために、地域における既存施設の整備状況を十分に踏ま
えた上で、特別養護老人ホーム等の入所施設の整備を進める。

（４）療養病床からの転換分への配慮
（１）から（３）に掲げる事項のほか、療養病床の転換が円滑に行われるよ
う、地域における療養病床を有する保険医療機関に入院している患者にとっ
て必要な医療サービス及び介護サービスを適切に把握した上で、介護保険施
設等の入所定員の増加について、適切に配慮することが必要である。
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（削除） ２ 介護サービスの質的向上
（１）介護サービスについては、量的な整備とともに、その質の向上を図る必要があ

る。サービスの質という面では、たんの吸引等を実施する介護職員等の確保及
び資質の向上を含め、介護サービスに携わる人材の養成や就業後の資質向上の
ための研修体制の整備が重要な課題となる。
居宅サービスについては、その担い手の中心となる訪問介護員や訪問看護

事業に携わる看護師等の資質の向上に取り組む必要がある。このため、都道
府県は、訪問介護員については、予防の視点を含めた身体介護サービス等の専
門性の向上やサービス提供責任者の養成、現任者に対する研修などの面から専門
的な資質の向上を図るとともに、介護員の養成に関する各種研修の普及定着に努
める。また、養成研修においては、居宅サービスにおいて保健及び福祉の職種間
で十分な役割分担と連携を踏まえた共働関係が確立されるような配慮が求められ
る。さらに、高い倫理性と個人のプライバシーの尊重をより一層徹底していく
必要がある。なお、訪問看護師等については、緊急時の対応などサービスの専
門性を踏まえた資質の向上のための研修の一層の推進に取り組むことが重要であ
る。

（２）施設サービスについては、これまでの集団処遇的なサービス提供のあり方
を見直し、入所者の意思及び人格を尊重しながらその自立を支援するととも
に、今後も引き続いて身体拘束の廃止に向けた取り組みを徹底していく必要があ
る。
特別養護老人ホームについては、出来る限り居宅での生活に近い環境の下で

ひとり一人の生活のリズムを大切にしたケアの提供を推進する必要がある。
また、既存ストックの約７割を従来型多床室が占める中で入所者の選択肢を確保

する観点からもユニット型施設の整備の推進を図ることが必要であり、既存の特別
養護老人ホームのユニット型施設への改修などを積極的に行っていく必要があ
る。
さらに、理美容や教養娯楽など高齢者が尊厳を保って心豊かな暮らしができ

るような生活環境の整備を図ること、また、世代間交流や地域行事への参加
など地域に開かれた施設とすることが求められている点も考慮する必要があ
る。

（３）介護保険制度の円滑な運営のためには、制度の要である介護支援専門員（ケ
アマネジャー）の資質の向上に取り組むことが必要である。
そのため、平成１８年度より介護支援専門員の更新研修の義務化、主任介

護支援専門員研修等が創設されたところであるが、都道府県は、これらの研
修対象者や受講希望者が適切に研修を受講することができるよう、研修の実
施体制の充実を図る必要がある。また、都道府県が実施する研修以外に、民
間事業者等において、介護支援専門員の資質の向上を目的として、独自に実
施されている研修等を推進することも必要である。
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（４）介護サービスの質の確保のためには、利用者からの苦情への対応、ボランテ
ィアを活用した相談員（介護相談員）の施設等への派遣、適切な契約締結の推進
などに積極的に取り組むことが重要である。さらには事業者自身による、介護保
険制度の趣旨に沿った適正で節度のある事業運営への取組みを促すことも望ま
れる。

（削除） ３ 介護予防の推進
高齢者が健康で生き生きした生活を送ることができるよう支援していくことは極

めて重要である。そのため、市町村においては、高齢者が要介護状態になったり要
介護状態が悪化したりしないようにする「介護予防」の取組みを強力に推進する
必要がある。
介護予防の取組みには、要支援者等を対象に介護予防・日常生活支援総合事業と

して実施されるもの、第一号被保険者及びその支援のための活動に関わる者を対
象に地域支援事業として実施されるもの、要支援状態又は要介護状態になる前段
階の者を対象に地域支援事業として実施されるもの、要支援１や要支援２などの
軽度者を対象に予防給付として実施されるもの、医療保険者による保健事業として
実施されているもの、地域リハビリテーション対策として実施されているもの、地
域住民等の自主的な活動として実施されているものなどがあることから、それらのサ
ービスが連続的かつ一貫性をもって提供されるよう、保健、福祉及び医療の各種サ
ービスを提供する機関や担当部局が連携し、利用者の立場に立ったサービス提供体
制を確保することが重要であり、さらにはその他の部局や機関も視野に入れ、就業
支援やまちづくりなども含めた事業展開を図ることが必要である。
また、具体的事業の実施に当たっては、その事業が介護予防に真に効果的で

あるかどうかを常に確認しながら展開することが必要であり、事業評価に積極
的に取り組み、評価結果を事業の改善に活かしていくことが求められる。
また、地域支援事業として実施されるもののうち、軽度者になる前段階の者

を対象とする事業の実施に当たっては、介護予防のための生活機能の確認を第
一号被保険者に実施し、要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると
認められる者の把握に努めることが必要である。
さらに、地域リハビリテーションについては、これまで、都道府県において、

リハビリテーション推進協議会の設置、リハビリテーション支援センターの指
定等の体制づくりに取り組んでいただいたこところであるが、今後は、これら
の資源を活用し、介護予防に資する事業を効果的に推進していくことが重要で
ある。

（削除） ４ 認知症高齢者支援（認知症ケア）対策の推進
（１）認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も

安心して日常生活を営むことができるようにするためには、たとえ認知症に
なっても安心して生活できる社会を早期に構築することが必要との認識の下、
認知症は誰でも発症する可能性のある病気であり、誰もが自らの問題として
認識し、地域全体で認知症高齢者の生活を支えていくことが必要である。こ
のため、保健、医療、福祉等の関係機関や担当部局が連携し、それぞれの地
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域の実情に応じて、介護給付等対象サービスのみならず、介護保険対象外の
サービスや近隣者及びボランティアによるサービスも含めた総合的なサービ
ス提供体制を整備することが必要である。
また、高齢化の進展に伴い、認知症高齢者、高齢者単身世帯及び高齢者夫

婦世帯の数が増加しているところであり、民法における成年後見人、保佐人
及び補助人（以下「後見人等」という。）の制度が果たす役割は、今後、ます
ます大きくなっていく状況下において、市町村長による審判の請求及び家庭
裁判所による後見人等の選任が適切に実施されるためには、弁護士・司法書
士等の専門的な後見人等のほか、一般の市民が担う後見人等をこれまで以上
に養成するとともに、養成した人材を家庭裁判所に対して推薦し、これを支
援しながら積極的に活用していくことが重要である。

（２）市町村においては、地域支援事業の実施により、高齢者の閉じこもりの防
止や知的な活動等を促進し、脳血管性認知症の原因となる動脈硬化や脳卒中
を予防することが重要である。
また、認知症を早期に発見して速やかに対応するためには、行政、医療、

福祉関係者の連携の下、地域における認知症ケアと医療の連携、権利擁護業
務に関する専門的対応の支援の強化、家族会やボランティアグループが行う
認知症相談活動を支援する取組み等を推進するとともに、その受け皿となる
サービス基盤の整備、地域における見守りのネットワークの構築など、地域
における支援体制を整備することも重要である。
さらに、認知症高齢者については、認知症の対応を適切に行うため、早期

診断がまず重要である。認知症の疑いがある場合には、医療機関を早期に受
診し、迅速な鑑別診断を行い、確定診断に基づき保健、医療及び福祉の専門
的観点から適切に医療や介護の方針を決定し、高齢者と家族に対して状態に
応じて必要とされるサービスを継続的に提供するとともに、高齢者が可能な
限り、住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるよう配
慮することが必要である。このため、居宅サービス、地域密着型サービス、
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び施設サービスの整備に
当たっては、認知症高齢者が住み慣れた自宅や地域で介護等のサービスを確
保できるようにする観点から、サービス事業者、医療機関、保健福祉関係者
が十分な連携を持って基盤整備を進める必要がある。
若年性認知症の対策についても、認知症対策が主として高齢者福祉施策を

中心として実施されていることから、認知症高齢者対策と伴せて老人福祉計
画に盛り込むことが適当である。
若年性認知症は、６５歳未満のいわゆる現役世代が発症することから、介

護サービスの他に雇用継続に関する支援や障害福祉サービスの活用も含めて
総合的な対策を進める必要がある。
このため、労働部局や障害福祉部局等と連携し、これらの支援の組み合わ

せにより、若年性認知症者一人ひとりの状態に応じた支援を行う体制を構築
することが必要である。
なお、市町村は、後見人等に関する研修の実施、研修修了者の家庭裁判所
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への推薦及びこれに必要な名簿の作成、後見等の業務を行う者を支援する者
の認定の積極的な実施に努めることが重要である。

（３）都道府県においては、認知症介護の質的な向上を図るために、認知症高齢
者の介護に従事する者に専門的な知識と技術を修得させる認知症介護研修を
計画的に実施するとともに、認知症介護の研修拠点を整備していくことが必
要である。
また、認知症介護研究・研修センターで実施される認知症介護指導者養成

研修に継続的に受講者を派遣するとともに、その修了者を中心とした認知症
介護の指導者グループを形成し、これら専門家の意見も交えながら認知症介
護の質的向上について検討していくことが求められる。
精神保健福祉センターや保健所の相談機能、認知症疾患医療センター等の

相談及び鑑別診断機能を活用し、市町村の取組みを広域的かつ専門的に支援
する体制を整備することも必要である。
若年性認知症の対策についても、認知症対策が主として高齢者福祉施策を

中心として実施されていることから、認知症高齢者対策と伴せて老人福祉計
画に盛り込むことが適当である。
若年性認知症者に対する支援については、若年性認知症に対する理解の促

進や早期診断、医療、介護の充実はもとより、雇用継続や障害福祉施策等も
含めた支援体制を構築することが必要である。
このため、労働部局や障害福祉部局等とのネットワークを構築し、若年性

認知症者一人ひとりの状態に応じた支援体制を構築することが必要である。
なお、都道府県においても、後見人等に関する研修の実施及び市町村に対

する必要な助言その他の援助を行うよう努めることが重要である。

（削除） ５ 地域包括ケアシステムの構築
（１）多くの高齢者が、長年生活してきた地域で暮らし続けることを望んでいる。

このためには、高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、可能な限り住
み慣れた地域で、その有する能力に応じ安心して自立した日常生活を送るこ
とができるよう、高齢者を地域全体が支える体制を構築する必要がある。
そうした観点から、高齢者が生活を送る居住環境を重視し、日常生活圏域

を基本に、高齢者のニーズに応じて、医療、介護、予防、住まい、生活支援
サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの構築を目指して、地
域ケアを支える各種サービス提供機関や居住空間、公共施設、移動手段など
の社会資本の集積的な整備を進め、高齢者が必要なサービスを円滑に利用で
きる環境を整備することが求められる。
さらに、介護サービスに関する施策、介護予防のための施策及び地域にお

ける自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策と
の有機的な連携を図りつつ、包括的に推進するよう努めることが重要である。
また、地域包括ケアシステムの構築に関しては、専門職だけでなく、地域

住民を主体とした自主的な取り組みやボランティア活動、特定非営利活動法
人をはじめとする民間非営利活動も重要な役割を有していることに留意する
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必要がある。
このため、地域全体で支える社会福祉の仕組を構築する地域福祉計画との

連携が重要である。

（２）一方、高齢者に対して総合的かつ継続的な高齢者の福祉に関するサービス
を提供するためには、地域の高齢者等の需要に対応して、市町村をはじめ、
市町村保健センター、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他高齢者の
保健・福祉を増進することを目的とする事業を行う者等が連携を図ることが
必要である。そのためには、これらの連携の中核となる地域包括支援センタ
ーの機能充実、強化を図ることが必要である。
こうした保健、医療及び福祉における関係組織等の幅広い関係者の連携を

確保することにより、各地域において、利用者保護の観点からサービス市場
の環境整備や全体調整を行うことが可能になるものと考えられる。

（削除） ６ 高齢者の積極的な社会参加
明るく活力に満ちた高齢社会を確立するためには、高齢者自身が地域社会の

中で自らの経験と知識を活かして積極的な役割を果たしていくような社会づく
りが重要である。このため、高齢者が就労や様々な社会活動へ参加するととも
に、健康な高齢者については、介護の担い手としても活躍していくことが期待
される。行政においても、高齢者の多様性及び自発性を十分に尊重しながら、
老人クラブや様々な自主的な団体の活動の立ち上げと発展に各種の支援を行っ
ていくことが重要である。

２ 地域包括ケアシステムにおける養護老人ホーム及び軽費老人ホームの整備 ７ 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの整備
（１）共通事項

住まいの確保は、地域包括ケアシステムの構築に当たって重要なものであ
り、特に居宅での生活が困難な低所得の老人等に対する受け皿として、措置
施設である養護老人ホーム及び、無料又は低額な料金で老人を入所させる軽
費老人ホームが、居住及び生活の支援の機能を果たすことが求められる。
さらに、今後、養護老人ホーム及び軽費老人ホームは、これらの施設が有

する専門的支援機能を強化し、入所者はもとより地域で暮らす老人等も対象
として社会生活上の課題解決を支援するとともに、関係者との強力な連携の
もとで地域福祉を推進していくことが期待されることから、都道府県又は市
町村の実情に応じて、各施設サービス量の見込みを定める必要がある。
その際は、法第２０条の８第６項の規定に基づき、市町村は、当該市町村

の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支
障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案
して、サービス量を見込むよう留意する必要がある。

（２）養護老人ホーム （１）養護老人ホーム
養護老人ホームについては、 養護老人ホームについては、平成１８年度より増大する入所者の介護ニー

①入所者の自立支援や社会参加を促進し、住み慣れた地域に戻り自立した生 ズには介護保険で対応することとしており、①外部サービス利用型特定施設
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活を送ることが可能な者に対する環境調整を行うこと、 入居者生活介護の仕組みを活用する形態、②要介護認定等を受けた入所者が
②地域で生活を送る老人等の社会生活上の課題を解決するため、アウトリー 個々の居宅サービス事業所と契約を結び、そのサービスを利用する形態、③
チを積極的に実施し、必要な支援を行うこと、 それら二部門を有する形態、のいずれかを関係地方自治体とも協議しながら
③地域に戻って自立した生活を送ることが困難な入所者に対する質の高い個 選択することを可能としたところである。また、入所者の処遇に関する計画
別的・継続的な伴走型の支援を提供すること、 に基づき、社会復帰の促進、自立のために必要な指導及び訓練その他の援助
等が期待されるところである。 を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるようにするとともに、入所者が地域に戻って自立した生活を送
ることを支援する施設としての位置付けが明確になっているところである。
さらに、施設の所在する地域において、社会的な援護を要する高齢者に対し
て必要な支援を行ったり、ボランティアの受入れや地域住民への施設開放に
も積極的に取り組むことで、地域福祉の拠点となっていくことが今後も期待
されるところである。

なお、高齢化の進展に伴い、生活困窮や、社会的孤立の問題等が顕在化し なお、核家族化の進展や共に支え合う機能の脆弱化等、様々な社会経済環
ており、今後、介護ニーズ以外の面で生活の問題を抱える老人が増加するこ 境の変化に伴い、養護老人ホームの果たすべき役割は再び重要性を増してい
とが見込まれる中で、養護老人ホーム以外の施策では十分な対応が難しい老 ることから、必要な定員を確保する必要がある。
人も増加することが見込まれ、養護老人ホームの果たすべき役割は重要性を
増していることから、必要な定員を確保する必要がある。

（３）軽費老人ホーム （２）軽費老人ホーム
軽費老人ホームについては、法制定時から存続するA型に続き、B型､ケアハ 軽費老人ホームについては、老人福祉法制定時から存続するA型に続き、B

ウスが制度化され、職員配置や居室などの基準が異なる三類型が併存してき 型､ケアハウスが制度化され、職員配置や居室などの基準が異なる三類型が併
たところであるが、平成20年に、これら三類型はケアハウスに統一されてい 存してきたが、今後軽費老人ホームは、これら三類型をケアハウスに統一し
る。このため、既存のA型とB型（「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基 ていくこととし、現にあるA型とB型（基準省令においては、経過的軽費老人
準」（平成２０年厚生労働省令第１０７号）附則第２条において経過的軽費老 ホームとして規定。）については、建て替えの機会などに円滑にケアハウスに
人ホームとして規定。）については、建て替えの機会などに円滑にケアハウス 移行していくことが必要である。 また、養護老人ホームの入所者が地域に戻
に移行していくことが必要である。また、養護老人ホームの入所者が地域に って生活する受け皿を確保する上で、小規模なケアハウスが整備されること
戻って生活する受け皿を確保する上で、小規模なケアハウスが整備されるこ も必要である。
とも必要である。
さらに、日常生活や介護に不安を抱く低所得の高齢単身世帯等が可能な限 さらに、日常生活や介護に不安を抱く高齢単身世帯等が可能な限り住み慣

り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むためには、 れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むためには、住宅と
住宅と生活支援サービス等が組み合わされた形での支援が必要となっており、 生活支援サービス等が組み合わされた形での支援が必要となっており、この
地域ニーズにあった柔軟な支援機能の確保の観点からも軽費老人ホームの担 ような観点からも軽費老人ホームの担う役割が重要となってくることから、
う役割が重要となってくることから、必要な定員を確保する必要がある。 必要な定員を確保する必要がある。

３ 介護保険事業の対象外のサービスに係る事業 ７ 介護保険対象外のサービスに係る目標を定めるに当たって参酌すべき標準
老人福祉計画には、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及 老人福祉計画には、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及

び在宅介護支援センターについて、別紙の参酌すべき標準を参考に、事業量の び在宅介護支援センターについて、別紙の標準を参考に、事業量の目標を盛り
目標を盛り込む必要がある。 込む必要がある。

４ 計画期間等 ８ 他の計画との関係
第６期介護保険事業計画と一体のものとして作成される必要があることから、（１）今回の見直しは第５期介護保険事業計画の作成と一体的に行われることが

計画期間は第６期介護保険事業計画と同一とし、平成２７年度からの３年間の 必要であることから、計画期間は第５期介護保険事業計画と同一とし、平成
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計画とすることが適当である。したがって、見直しは、平成２６年度中に終え ２４年度からの３年間の計画とすることが適当である。したがって、見直し
る必要がある。 は、平成２３年度中に終える必要がある。

なお、老人福祉計画は、地域福祉計画と調和が保たれたものとする必要があ （２）老人福祉計画は、地域福祉計画と調和が保たれたものとする必要がある。
る。

５ 広域連合又は一部事務組合の構成市町村が老人福祉計画を作成する際の留意 （新設）
事項
広域連合又は一部事務組合を構成する市町村が市町村ごとに老人福祉計画を

作成する場合、老人福祉計画における介護保険事業に位置づけのある事項につ
いては、その所属する広域連合又は一部事務組合が作成する介護保険事業計画
との一体性が保たれたものとする必要がある。

６ 留意事項 ９ 留意事項
（１）市町村は市町村老人福祉計画を作成したときは、遅滞なく、これを都道府 （１）老人福祉計画は、見直し後速やかに、市町村は都道府県知事に、都道府県

県知事に、都道府県は都道府県老人福祉計画を作成したときは、遅滞なく、 は厚生労働大臣に提出しなければならない。
これを厚生労働大臣に提出するほか、公表については、介護保険事業（支援）
計画と同様に取り扱うこととする。

（削除） （２）老人福祉計画は、見直し後速やかに公表することとする。

（２）老人福祉計画は、その実施状況を毎年点検し、評価することとする。 （３）老人福祉計画は、その実施状況を毎年点検し、評価することとする。
また、介護保険事業計画の見直しと併せ、３年ごとに老人福祉計画の見直 また、介護保険事業計画の見直しと併せ、３年ごとに老人福祉計画の見直

しを行う。 しを行う。

別紙 別紙

介護保険対象外のサービスに係る目標を定めるに当たって参酌すべき標準 介護保険対象外のサービスに係る目標を定めるに当たって参酌すべき標準
（老人福祉法第２０条の８第５項の規定に基づく参酌すべき標準） （老人福祉法第２０条の８第５項の規定に基づく参酌すべき標準）

（１）養護老人ホーム （１）養護老人ホーム
各地域において環境上の理由（入所措置基準によるもの）及び経済的理由 各地域において環境上の理由（入所措置基準によるもの）及び経済的理由

により居宅において養護を受けることが困難な者を把握し、適当な量を見込 により居宅において養護を受けることが困難な者を把握し、適当な量を見込
む。 む。

（２）軽費老人ホーム、生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター） （２）軽費老人ホーム、生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）
軽費老人ホームの設置数については、経過的軽費老人ホーム（Ａ型、Ｂ型） 軽費老人ホームの設置数については、経過的軽費老人ホーム（Ａ型、Ｂ型）
からの移行、養護老人ホームや特別養護老人ホーム、介護老人保健施設から からの移行、養護老人ホームや特別養護老人ホーム、介護老人保健施設から
の退所者数を把握するとともに、必要な利用者数を踏まえ、適当な量を見込 の退所者数を把握するとともに、必要な利用者数を踏まえ、適当な量を見込
む。 む。
生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）については、生活支援の必要 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）については、生活支援の必要

な者を把握し、適当な量を見込む。 な者を把握し、適当な量を見込む。
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（３）老人福祉センター （３）老人福祉センター
現状程度の設置数とすることを標準とする。 現状程度の設置数とすることを標準とする。

（４）在宅介護支援センター （４）在宅介護支援センター
地域包括支援センターの設置状況等も踏まえ、地域包括支援センターのブ 地域包括支援センターの設置状況等も踏まえ、地域包括支援センターのブ

ランチやサブセンターとしての積極的な活用を図ることを前提として必要な ランチやサブセンターとしての積極的な活用を図ることを前提として必要な
量を見込む。 量を見込む。
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